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障害のある人もない人もお互いの人格や
個性を尊重して、住み慣れた地域で
支えあい、選択した自分らしい生活を
安心して継続できる社会の実現

当事者の当事者の
選択を支える選択を支える

●障害のある当事者個々の「選択」を尊重する施策の推進や「選択」を支える環境整備に向けて
協力して取り組みます。

●当事者のライフステージや生活上の様々な場面において、当事者が自分らしい生活を
「選択」するための支援に努めます。

基本理念

行動コンセプト（支援者の行動の基本的な考え方）

７つの重点取組

施策構築のための3つの視点

　この計画は、世田谷区の障害に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、障害福祉
サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保や円滑な実施を図るため、令和6年度から3
年間の障害施策の充実に係る考え方や方向性、障害福祉サービス等のサービス量等を定めます。

「インクルージョン」とは…社会的包摂のこと。だれであれ、それぞれの生き方を尊重され、同じ社会の一員として受け入れられることです。

3（仮称）せたがやインクルージョンプラン
　－世田谷区障害施策推進計画－（素案）

❶当事者参加
当事者の意思決定支援や主体的な参加を考慮しているか。当事者個々の希望や選択を考慮しているか。
❷相互理解

当事者と当事者以外の者（家族、地域、支援事業者等）との積極的理解につながるか。
❸担い手支援

支援の担い手のうち特定の者に負担が偏っていないか。担い手の支援を考慮しているか。

❶医療的ケア児（者）の支援
●医療的ケア児（者）の支援に携わる看護師等の人材の確保・育成
●発達や学びを支える体制や地域の取組みの整備・充実

❷精神障害施策の充実
●精神障害者やメンタルヘルス上の課題を抱えた方の地域における生活の定着支援の強化
●精神科病院の入院者の意向を踏まえた地域移行の着実な推進

❸人材の確保・定着
●障害児者の自立を支援する技術やチームワークを学ぶ研修の充実
●ボランティアを含めた新たな人材の確保に向け、障害理解を進めるための施策の推進

❹災害への備えの推進
●情報コミュニケーションの難しい障害者のための緊急事態における支援の検討
●災害時の在宅避難を安心して継続するための備蓄等の推進

❺情報コミュニケーション・アクセス手段の確保
●障害児者の情報コミュニケーションやアクセスについて様々な手段の確保
●聴覚障害や視覚障害のある方への情報バリアフリーの推進

❻インクルーシブ教育推進に向けた土台作り
●就学相談など様々な相談体制の充実を図り、一貫した切れ目のない支援を充実

❼障害理解促進・差別解消
●障害の社会モデルの考え方や障害者等への接し方について多様な方法による周知
●障害者等が外出しやすいまちづくりの推進
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計画について詳しくは
こちら

ご意見・ご提案もこちらから
提出できます


